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1ヒ海道

経営持続化臨時特別支援金 t5/16以降の鮮要請等人の支援ω
申請の手引き

道では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている

事業者の皆様をご支援するため、新たに2つの制度を創設します。

1.支援金A 休業要請等の対象であつて今回の道の体業要請等 (5/16～ )にご協力

いただいた事業者の皆様が対象

2.支援金B 今回の道の休業要請等の対象外の事業者の皆様が対象

(注)支援金A・ Bの両方を受け取ることはできません

支援金Aについて ※休業要睛等の対象施設を管理する事業者

道の休業要請等を受け、 左

記

に

加

え

『新北海道
スタイル」

安心宣言の

取組を実践

すること

支給額
10万円

① 対象施設の休業にご協力いただいた事業者

② 酒類を提供する上記①を除く飲食店において、道の要

請を受け、酒類の提供時間短縮 (19時まで)にご協力

いただいた事業者

※休業要請等の対象施設一覧は北海道公式ホームページに掲載しています。
※札幌市内の事業者については、道が5万円、札幌市が5万円を支給します。

一支援金の支給対象となる期間―
遅くとも令和 2年 5月 19日 (火 )か ら5月 31日 (日 )まで休業等にご協力いただくことが

必要です。※休業要請等の期間が短縮された場合は、その日までご協力をお願いします。

はない事業者Bについて
Ｉ
し

○休業要請等の対象外だが、長期間の外出自粛や自主的な

休業等によ りひと月の売上が前年同月比で 50%以 上

減少 している、国の持続化給付金を受給する事業者

※基本的に国の持続化給付金の支給対象者が対象となります。

(持続化給付金は令和元年12月 末までに開業した方が対象です

が、本支援金では特例として令和2年 1月 から3月 末までに開業

した方も対象とします。)

左

記

に

加

え

『新北海道
スタイル』

安心宣言の

取組を実践

すること

支給額
5万円

【申請方法】
郵送による申請

簡易書留や一般書留、レタゃT′ ッヽクプラス (郵便物の追跡ができる方法で、
かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。

T063-8691
札幌西郵便局 郵便私書箱 第 39号
北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局

※5月 29日 (金)15時以降は、電子申請でも受け付ける予定です。

申請画面URL https:〃hokkaidO― support.jp/add/

申請期限 :支援金A
支援金 B

【北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター電話番号】

電話 011-3
(受付時間)平 日

50-7262
8時 45分か ら17時 30分まで

(6月 28日 (日 )までは土・日も開設)



「経営持続化臨時特別支援金」申請受付要項

1 趣旨

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践す

るとともに、休業要請等の対象であって、遅くとも令和 2年 5月 19日 (火)か ら5月 31日 (日 )

までの期間、休業等にご協力いただいた事業者に対しては「支援金A」 を、休業要請等の対象

ではない方で、外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者に対しては「支援金B」 を支給

いたします。

2 支給額・対象等

(注)支援金 A・ Bの両方を受け取ることはできません。

今回の道の休業要請や酒類の提供時間の短縮要請の対象となる施設を管理する事業者は、

支援金Aのみを申請することができるものであり、休業等へのご協力の如何に関わらず支

援金Bは申請できません。

(※ )札幌市内の事業者については、道が 5万円、札幌市が5万円を支給します。

(申請については、道において一括して受理します。)

札幌市以外の市町村との連携につきましては、現在調整中です。整理がつき次第お知らせ

します。

Aについて ※休業要請等の対象施設を管理する

。 道による 5月 16日 以降の新たな休業要請等に対し、ご協力いただける休業要請等の対象施

設を管理している事業者が対象となります。

※遅くとも5月 19日 (火)か ら5月 31日 (日 )ま での全日程にご協力いただくことが必要で

す。なお、休業要請等の期間が短縮された場合はその日まで、延長された場合は 5月 31日 ま

で休業又は酒類提供時間の短縮を継続していただくことが支援金の支給要件となります。

支援金A

休業要請

等あり

次の①又は②のいずれかに該当する事業者

左

記

に

加

え

「新北海道

スタイル」安

心宣言の取

組 を実践す

ること

※
イ
と
に
止
新
の
む
口
染
を
取
く
を
い

① 道の休業要請等を受け、対象施設の体業に

ご協力いただいた事業者

② 酒類を提供する飲食店 (上記①を除く)に

おいて、酒類の提供時間の短縮(19時まで)

にご協力をいただいた事業者

支援金 B

休業要請

等なし

休業要請等の対象外であるが、長期間の外出自

粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前

年同月比で50%以上減少し、「国の持続化給

付金」を受給する事業者

※基本的に国の持続化給付金の対象者が対象となります。

(持続化給付金は令和元年 12月 までに開業した方が対象

ですが、本支援金では特例として令和2年 1月 から3月 末ま

こ開業した方も対象とします。)

5万円
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・ 北海道内で対象施設を管理する法人 (中小企業に限らず、大企業等も含まれます。)又は個人

事業者が申請者となります。

・ 道内に対象施設があれば、道外に本社がある法人であつても支給対象となります。

・ 複数の施設を管理している事業者は、:全ての対象施設で取組を行うことが必要です。

・ 令和 2年 5月 18日 時′点で、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を

管理している事業者が対象です。

・ 1つの施設内に、休業等を要請する施設と要請しない施設が併設され、明確に区分されてい

る場合、休業等要請の対象となる施設を休業等した場合は、支給対象となります。

〔
(例)厘

湯薇啓[藻重菫芍霧露よ[量」辱39軍 |こ黛菫:L:(宴
会場)」 がある場合

〕
・ 休業要請の対象施設において、複数の個人事業者が 1つの施設で営業しているケースで、施

設を休業した場合は、代表者に1事業者分を支給します。

〔(例)複数のネイリス ト (個人事業者)が 1つのサロンで営業している場合    〕

…2…
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特定できない場合は、施設の感

となります。

く)は休業要請の対象ですが、

業者が管理する施設が特定でき

る場合があります。

時以降に営業を行つていない飲

Bについて ではなし

・長期間の外出自粛や自主的な休業等によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した

事業者が対象となります (国 の持続化給付金の対象であり道内に主たる事務所を有する事業

童、又は令和 2年 1月 から3月 末までに開業した道内に主たる事務所を有する事業者 (支援

金 Bの特例)が対象となります。)

※今後、国の持続化給付金の要件 (令和 2年 5月 15日 時′点)が緩和された場合においても

当該給付金の要件はひと月の売上が前年同月比で 50%以 上減少を満たす事業者が対象です。

・ 国の持続化給付金の対象どなる事業者につきましては、申請書の添付書類 として「給付通知

書」が必要となりますので、届いた後に申請 してください。

※個人事業者の方で施設を有 しない方は、道内に住所を有する方を対象とします。

(参考)国の持続化給付金の給付対象

○中小法人等  資本金 10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業

法人、NPO法 人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

○個人事業者等 フリーランスを含む個人事業者が幅広く対象となります。

下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

。国、法人税法別表第一に規定する公共法人

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、

当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

・政治団体

・宗教上の組織若しくは団体

※詳細は、中小企業庁ホームページをご参照ください。

-3-



・ 令和 2年 1月 から3月 末までに開業した方については次の要件をすべて満たす方が対象と

なります。

〈支援金Bの特例の対象となる方〉

○道内に主たる事務所を有する事業者

(施設を有しない事業者は、道内に住所を有する事業者)

○令和 2年 4月 1日 以降 12月 31日 までの任意の lヶ 月の売上が、令和 2年 1月

～ 3月 の任意の lヶ 月 (基準月)の売上よりも50%以上減少した事業者

※月の途中で開業し、当該月を基準月とする場合は「日平均売上×営業日」を

月売上とみなします。

『例】令和 2年 2月 19日 に開業 (営業 日は月～金 (祝 日含ね ))

2月 売上 :16万円、 3月 売上 :30万円、 4月 売上 118万円の場合

2月 の日平均売上 :16万円÷8(2月 19日 から2月 29日 までの営業 日数 )

=2万円

2月 の月売上 :2万円×20日 (2月 の営業 日数)=40万 円

(2月 売上 40万円>3月 売上 30万円 のため 2月 を基準月とする)

4月 の売上 :18万 円

2月 の売上 :40万 円

売上の減少率  (40万 円-18万 円)÷ 40万円×100=55%

○法人税法別表第一に規定する公共法人でない方

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、

当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でない方

○政治団体でない方

○宗教上の組織若 しくは団体でない方

3 取組の期間・内容

(1)休業、酒類の提供時間の短縮

・ 休業、酒類提供時間の短縮は、運くとも令和 2年 5月 19日 (火)か らBE始 し、同年5

月31日 (日 )まで継続してください。

・ 休業要請等の短縮や延長に伴う支援金の取り扱いについては、期間が短縮された場合は

その日まで、延長された場合は 5月 31日 まで休業又は酒類提供時間の短縮を継続してい

ただくことが支援金の支給要件となります。

AB共

(2)「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践すること

※「新北海道スタイル」とは、道民と事業者が互いに連携し、感染防止の取組に努め、新

しい生活様式の実践に取り組むことで、新型コロナウイルス感染症に強い社会をっくつ

ていく取組のことです。
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具体的には、下記のような取組をいいます。

1.ス タッフのマスク着用や小まめな手洗いに取 り組みます。

2.ス タッフの健康管理を徹底します。

3.施設内の定期的な換気を行います。

4.設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います。

5.人と人との接触機会を減らすことに取 り組みます。

・ 一定の距離 (2m程度)を確保するソーシャルディスタンシング。

・ 間仕切 りなどの活用。

。人数制限や空席の確保。

・ 時差出勤、テレワーク など

6.お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます。

7.店内掲示やホームページなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせ

します。 (感染症対策の可視化 (見える化))

・ 既に行つている取組も含めて、継続的に行 うことが必要です。

・ 取組の内容を申告 していただくため、申請書表面下段の「新北海道スタイルの取組内容」

の欄に該当する取組をチェックしてください (その他をチェックされた場合は、具体的な

取組内容を括弧内に記入 してください。)

※現在休業中の場合は、再開後の実施を予定している取組にチェックをお願いします。

・ 取組内容を別添資料 2-1の事例を参考として、各事業者の取組を別添資料 2-2の様

に 「新北海道スタイル」安心宣言として作成 し施設内への掲示やHP、 チラシ等への記載

をお願いします。

(施設を有 しないなど掲示等が困難な事業者は、「新北海道スタイル」安心宣言を作成 し実

践いただければ結構です)

今後は、感染症予防対策の実施状況により、お客様がお店を通ぶケースも増えて

いくと思われます。事業者の皆様におかれましては、お客様へのアピ…ルにも

つながると考えますので、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践してくださる

ようお願いします。

4 申請に必要な書類

下記 (1)～ (10以外にも、申請後へ必要に応じ追加の書類提出を求めることがあります。

(1)支援金申請書     ‐

※ 北海道公式ホームページから印昴Jで きない場合は、道庁本庁舎 1階の道政広報コーナー、

総合振興局・振興局、市町村及び札幌市区役所で入手可能です (お住いの市町村にご確認

ください)。

(2)誓約書

・ 申請書類に虚偽がないことなどを誓約 していただきます。

(3)通帳の写 し

・ 振込先の確認のため、日座名義人、口座番号、日座種別、金融機関名、支店名が分かる

ページの写し
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(4)本人確認書類の写し 【個人事業者のみ】
。 申請者本人の住所が確認できる身分証明書 (運転免許証、パスポート、健康保険証など)

の写 し

(5)「新北海道スタイル」の実践に係る取組内容が分かるもの

。 申請書下段の 「新北海道スタイルの取組内容」にチェックを入れた項目の取組内容が確

認できるもの。 (「新北海道スタイル」安心宣言の写しもしくは 「新北海道スタイル」安心

宣言が掲示されていることがわかる写真など)

(道の休業協力・感染リスク低減支援金を既に受給している方)

(6)道の体業協力・感染リスク低減支援金の支給通知の写し

。道の休業協力・感染リスク低減支援金 (4月 25日 から5月 15日 までの期間の休業等の要

請にご協力いただいた事業者の皆様を対象とした支援金)の支給が決定した際にお送りす

る通知です。

※5月 22日 より順次支給を開始し、支給通知を発送しております。支給通知の写しをご提

出いただくことで今回の支援金の申請手続きが簡易になるため、支給通知が届くのを待

ってから今回の支援金に申請いただくことをおすすめします。(支給通知を待たずに支給

を申請される場合には、下記 (7)～ (9)の書類が必要となります)

(遅くとも5/19か ら5/31ま で、休業等の要請に新たにご協力いただける方〉

※休業要請等の期間が短縮された場合は、その日までご協力いただければ支給対象となります。

(7)営業の実態が確認できるもの

対象期間より前から継続して営業していることを確認できるもの。

次のア及びイに掲げる書類を提出してください。

ア 直近の確定申告書 (法人の場合は別表 1、 個人事業者の場合は第 1表 (個人番号を塗り

つぶしたもの))の本人控えの写し

【上記アの書類がない場合は、次のいずれかの書類を提出してください】

。 設立後間もないため、決算期や申告時期を迎えていない場合は、法人設立届出

書の本人控えの写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し

・ 直近の月末締の現金出納帳や売上帳 。仕入帳、施設の賃貸借契約書 (施設を借

りて運営している場合)の写しなど、休業等の要請時点の営業実態がわかる資料

イ 対象施設の運営に当たり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわ

かる書類 (飲食店営業許可、酒類販売業免許、古物商許可など)の写し

※ 営業許可等が必要ない業種を営業している施設は上記書類は不要です。

(8)業種 。業態が確認できるもの

・ 施設の宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写しまたは、申請する対象施設ごとの外

観 (社名や店舗名入り)及び内景がわかる写真

(9)体業等の状況が確認できるもの

。 対象期間中に体業する (していた)こ と、酒類の提供時間を短縮する (していた)こ と

がわかる店頭告知チラシ (掲示物)やメニュー、それらが入つた施設の写真、自社のホ

ームページの写しなど

。 施設の一部 (一 区画)を体業した場合は、その状況がわかる資料 (写真や見取図等)
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舞援金Bの冽
(国の持続化給付金の対象の事業者)

(10)国の持続化給付金の「給付通知書」の写し

。 国の持続化給付金の支給が決定した際に、申請時に送付先として登録いただいた住所

に郵送される、給付額等が記載された国からの通知書です。

(11)業種・業態が確認できるもの

。 事業に関する宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写しまたは休業要請等対象施設で

はないことがわかる施設の外観 (社名や店舗名入 り)及び内景がわかる写真

※フリーランスの方は、活動の様子がわかるものでも構いません (例 :フ リーの音楽家

の場合、パンフレット、写真、ホームページの写しなど)

(令和 2年 1月 から3月 末までに開業された方〉【支援金Bの特例】

(12)業種・業態が確認できるもの

。 事業に関する宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写しまたは休業要請等対象施設で

はないことがわかる施設の外観 (社名や店舗名入り)及び内景がわかる写真

※フリーランスの方は、活動の様子がわかるものでも構いません (例 :フ リーの音楽家

の場合、パンフレット、写真、ホームページの写しなど)

(13)法人の場合 :登記事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し

個人の場合 :個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し (フ リーランスの方は、現

金出納帳や売上帳・仕入帳、施設の賃貸借契約書 (施設を借りて運営してい

る場合)、 報酬にかかる通知や領収書など1月 ～ 3月 までに開業したことが

分かるものの写し)

(14)売上が減少した月及び比較する月 (基準月)の売上高が分かる書類 (帳簿等)

5 受付方法及び受付期間

(1)郵送申請 (書留等に限る)

。 受付期間 :隣援金AI 令和 2年 5月 29日 (金)か ら令和 2年 8月 31日 (月 )ま で

支援金B 令和 2年 5月 29日 (金)か ら令和 3年 1月 31日 (日 )ま で

* 受付期間最終日の消印有効です。

* 簡易書留や―般書留もレターパックプラス (郵便物の追跡ができる方法で、

かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。

・ 宛先

T063-8691

札幌西郵便局 郵便私書箱 第 39号

北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局

※ 封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記載 ください。

※ 切手の金額が不足 している場合は返送されますので、金額をご確認ください。

※ 申請書等の返却はいたしません。

※ 感染症の拡大防止のため、ご持参による申請は受け付けておりません。
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(2)電子申請

・ 5月 29日 (金)15時 以降は、電子申請でも受け付ける予定です。

申請画面U R L httpsi〃 hokkaidO― support.jp/add/

6 支給の決定

(1)申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは支援金を支給しま

す。支援金は 6月 中旬以降、順次支給する予定です。

(2)申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する

通知を発送します。

(3)一方、申請書類の審査の結果、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支

給に関する通知を発送します。

※ 審査の中で、不明な点などがあれば、電話等により内容確認をさせていただくことがあり

ます。

7 その他

(1)本支援金の支給決定後、事業者に申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、

本支援金の支給決定を取り消します。この場合、事業者に支援金の返還を求めるとともに、

事業者の名称や代表者氏名を公表することがあります。

(2)本支援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象施設の休業等の取

組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する確認、報告又は是正のための措

置を求めることがあります。

(3)事業者が下記に該当する場合は、支援金の支給対象ではありません。

ア 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員 (暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号 )第 2条第 6号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。)である。

イ 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加え

る目的をもつて、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる。

工 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団又は暴力団

員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若し

くは運営に協力し、又は関与していると認められる。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る。

(4)申 請書類の提出後、体業等の要請期間内にやむを得ず対象施設の営業を再開 (対象施設の

一部の再開を含む。)、 酒類の提供時間短縮を中止する場合は、速やかにお問い合わせセンタ

ーに連絡してください。

【北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター】

電話 011-350-7262
(受付時間)平日 8時 45分から17時 30分まで

(6月 28日 (日 )までは、土 由日も開設)

(5)申 請書類に記載された情報を、公的機関 (税務当局・警察・保健所 。市町村等)に提供す

る場合があります。
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記載″1

経営持続化臨時特別支援金申請書
経営持続化臨時特別支援金の支給を受けたいので、次のとおり申請 します。

令和 2年 |^ 1月 ■|メ

ー
 日

北海道知事 鈴木 直道 様

札幌市長  秋元 克広 様

北海道から支払われる経営持続化臨時特別支援金については、下記により口座振替払いとし
ていただきたく申し出ます。

(注)ゆ うちょ銀行の場合は「記号番号」を記入せず「店名」「口座番号」をそれぞれの欄にご記入ください。

①実施する (している)取組のすべてにチェックしてください。

一Ｔ

フ リガナ カブシキカイシヤ ,■ホシカイ ド・ウチョウ

名 称 ‐

～ ・

‐
け

代表者
役職 ″

代表者
氏名 締 :紳 ↓1量二真人集墓農|二重li t』某輿

選

択

日 法 人 法人番号 一●
一

θ θ θ θ θ θ θ ● ・θ θ ● ●

□曇曇者

1国人争未石
の 自宅住所
(上記所在地
と異なる場

ノら、、

T

1昇念季潔財 1
表者が

要です(

′

生年月日 日

所属

|

フリガナ オツカイ ジF⌒
氏名 務 ″

固定電話 ♭/ノ■●:●101‐来,■li「 携帯電話 ¬ bO■ムスムス■JJ″層

口座番号 (右詰めで記入 )

●● |1指角蘊答

金融機関
コー ド(※ )

(※)金融機関コー ドが不明な場合は
空欄で構いません。

イ
=ョ

ウルツシマグ:ヤク|,オ″カイ

株式筆 ■1晦道庁‐.‐11R輔役・‐‐膀 |1劇 |■ ‐||||.

スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取 り組みます

スタッフの健康管理を徹底します 実施する(している)取組の全てに

チェックを入れてください。施設内の定期的な

の定期的な消毒 口洗浄を行います

人と人との接触機会を減らすことに取り組みます

お客様にも咳エチケッ トや手洗いを呼びかけます

店内掲示やホ…ムヘ
・―デなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせします

その他 (

裏面にも記載事項が



②該当する項目いず か 1カ 所の口にチェックを入れてください

5月 19日 (火)か ら5月 31日 (日 )まで、すべての期間休業します。
(※要請期間が短縮された場合には、

→①②③④⑤⑥の書類を提出し いずれか1カ所にチェックを入れてください

5月 16日
5月 19日 (火)た ご万31日 (日 )まで、酒類の提供時間を短縮します。

された場合には、短縮された期間まで)

の書類を提出してください

5月 19日 (火)か ら5月 31日 (日 )まで、すべての期間休業します。
(※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで)

ほか⑦③⑨及び①申請書別紙「対象施設の情報」を提出してください

5月 19日 (火)か ら5月 31日 (日 )まで、酒類の提供時間を短縮します。
(※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで)

ほか⑦③⑨及び①申請書別紙「対象施設の情報」を提出してください

會 Aの体栞要耐等の対象麗段を管理する事粟者に腰当せず、日の特輌 1じ藉f
対象事業者に腋当t5月 15日時点)し、かつ、月の売上が前年同月比で50%

以上減少しました。
→①②③④⑤のほか⑩①の書類を提出してください

支援金Aの休業要請等の対象施設を管理する
令和 2年 1月 ～3月 末までに開集しました。

→①②③④⑤のほか⑫⑬⑭の書類を提出してくだ

令和2年 4月 1日 以降の任意の1ケ 月の売上1/180,000ヽ |ヮ
′(A)

(※)月の途中で開業し、当該月を基準月とする場合は「日平均売上X営業日」を月売上とみなします。

申請の手弓|き 3ページの

【例】の場合

支援金支綸の申請に必要な書類

共 通

①申請書 (支援金A・ B共通様式。札幌市内の事業者は別様式)

②誓約書 (支援金A・ B共通様式。札幌市内の事業者は別様式)

③通帳の写し

④本人確認書類の写し【個人事業者のみ】

⑤「新北海道スタイル」の実践に係る取組内容が分かるもの

(「新北海道スタイル」安心宣言書の写 し 等 )

A(上記①～⑤に加えて必要となるもの)

(1)道の休業協力・感染リスク低減支援金を既に受給している方 〔⑦③⑨は不要〕

⑥道の体業協力・感染リスク低減支援金の支給通知の写し

(2)遅 くても5/19以降、休業の要請に新たにご協力いただける方

⑦営業の実態が確認できるもの

③業種・業態が確認できるもの

⑨休業等の状況が確認できるもの

支援金B(上記①～⑤に加えて必要となるもの)

⑩国の持続化給付金の「給付通知書」の写し

①業種 '業態が確認できるもの

令和2年 1月 以降3月 末までに開業された方 【支援金Bの特例】

⑫業種口業態が確認できるもの

⑬法人の場合 :登記事項全部証明書又は商業登記簿謄本の写し

個人の場合 :個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し

⑭売上が減少した月及び比較する月 (基準月)の売上高が分かる書類 (帳簿等)
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申請書別紙

※  「カテゴリー」「対象」は「新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧」にある場合は

該当するもの (例 :カ テゴリー「遊興施設等」対象「カラオケボックス」)、 該当するものがない場合は類

似するカテゴリー及び実際の施設業態名 (例 :カ テゴリー「運動・遊戯施設」対象「社交ダンス教室」)を

記載してください。

(注 1)対象施設が9箇所以上ある場合は、この面をコピーして使用してください。

(注 2)申 請内容に修正が生じた場合には、速やかに再提出してください。

・
11-

対
彙
施
設
の
情
報

1

基本情報

フリガナ 不 ツ″′ ″7テン泰 ワシン ア ツ不″テン 話
号

電
番

′ノノ1働,イ%りり
名称 ″麟

所在地
T● ● ●―● ●● ●

■ ″輝吉鮨J □ 等甑窯房認垢探皇
業態等

カテゴ

リー (※ )
商熱 設

対象
(※ )

麟 □ 遭程
の提供時間の

2

基本情報

フリガナ イ ツ″ イ だワ  テ ルな テン
電話
番号

θ″賀ひ

““
名称 笏 ‐‐‐孝憾協事

所在地
〒五五五―rrrr
ll■ 手歳市● ●Jπ ど

饉
望
毒
量
理

寡

乳聟蒙窯不認垢繰皇
業態等

カテゴ

リー (※ )
盤 繊 橡

∞
羅 賣遭裾

の提供時間の

基本情報

フリガす 不 7/p不 ッ″ イ

「

ワ テ ヨ ワ  イ ン刀 ツア ン
電話

番号
θ/J晰卜19θl`Z2Йθ

名 称 オテ

'レ

糠 道庁 石競″

所在地
4■υ υ υ υ ■

現 渤

“
"rrr目

▲∠ =χ χ
ド

乳聟鰊累雰認垢課皇
業態等

カテゴ

リー (※ )
集会 =展示施設

対象
(※ )

オ
=ル

に 会笏 確 角 螂 Fr/_―Fぅ。ノ げ遭稲
の提供時間の

4

基本情報

フリガす
電話
番号名称 該当するものがある場合|まチェック

してください。所在地 ド 由 辱奏窯募認垢繰皇
業態等

カテゴ

リー (※ )

対象
(※ ) チ□ 遭稲

の提供時間の

5

基本情報

フリガナ 不 スル不 ツ″ イ ″7デ ヨ 7.ア ツ不 月 アン 話
号

電
番

θノノ■2トイUりり
名称 オテ,レJヒ海道庁 ″傷″

所在地 T11短轟 虚 L動ゎ耗 %婿蒙罫雰認舞繰皇
業態等

カテ ゴ

リー (※ )

対象
(※ ) 恣 轟轟茫 ゴ遭稲

の提供時間の

基本情報

フリガナ ヽ ゞ 話
号

亀
番名称 ＼ ′

所在地
嬌 □ 辱趾窯雰認垢課皇蝿

ヨ

1つ の施設的に体業要講等に該当する

施設が複数ある場合:ま 、カテゴリー `

羹象欄に並言こしてください。
業態等

カテゴ

リー (※ ) ヂ□ 遭裾
の提供時間の

基本情報

フリガナ 一ノ

電話
番 丹

呻
名称

所在地
一Ｔ 警記事項の両方に

両方にチェックして

亥当する場合

ださい。

ま ‖募認垢繰皇
業態等

カテゴ

リー (※ )

対象量

(※ )

h埠供時FB5の

項
|

□ 臨

‐8

基本情報

フリカす
話
号

電
番名称

所在地
T □ 爵鰊累雰認垢探皇

業態等
カテゴ

リー (※ )

対象
(※ )

□ 遭権
の提供時間の



別添資料 1

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧 (5/16以降)※網掛けは5/25以降の変更部分

1 基本的に休止を要請する施設

※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

カテゴリー 対象

石狩振Jこ局管内
「弓五昴τ語
1 以下施設

石狩振興局管内以外の地域

:う ち1.000r

: 以下施設

備考

遊興施設等

対象 対象 対象 対象

【要請の内容】

t設の使用停止及び催物の開催の

事止を要請

(=休業要請)

カイトクラブ 対象 対象 対象 対象

ダンスホール 対象 対象 対象 対象

スナック 対 象 対象 対象 対象

対 象 対象 対象 対象

対 象 対象 対象 対象

対 象 対象 対象 対象

固室付浴場業 に係 る公衆浴場 対 象 対象 対象 対象

ヌードスタジオ 対象 対象 対象 対象

'ぞ
き劇場 対象 対象 対象 対象

ストリップ劇場 対象 対象 対 象 対 象

生風俗店 対象 対象 対象 対 象

デリヘル 対象 対象 対象 対 象

アダルトションブ 対象 対象 対象 対象

固室ビデオ店 対象 対象 対象 対象

トットカフェ 対象 対象 諄 藝 軌 ,=聟 魯外
量画喫茶 対象 対象 村摯|"蛛た | 下 菫■封魯外

ウラオケボックス 対象 対象 対象 対象

は的場 対象 対象 対象 対象

ライブハウス 対象 対象 対象 対象

場外馬 (車・舟)券場 対象 対象 対象 対象

運動・遊技施設

本百館 対象 対 象 蕩辞

【要請の内容】

施設の使用停止及び催物の開催の

亭止を要請

(=休業要請)

Kl 屋内施設は、使用停止の要

請の対象とする

K2 屋外運動施設の観客席部分

については、使用停上の要請の対

象とする

里内 屋外水泳場 対象 対 象 対圏 ネ外 猥

'菫
なた

ドウリング場 対 象 対 象 inl■対象外 斑簾謝 象打

スケー ト場 対象 対 象

スポーツクラブ 対象 対 象 対象 対象

ホットヨガ、 ヨガスタジオ 対象 対象 対 象 対 象

ゴルフ練習場 (× 1) 対象外 対象外 対象外 対象外

バッティング練習場 (※ 1) 河 駅 外

壺上競技場 (※ 2) 対象外 対象外 対象外 対象外

予球場 (× 2) 対象外 対象外 対象外 対象外

テニス場 (× 2) 対象外 対象外 対象外 対象外

R剣道場 対象 対象

"摯

→諄摯外 澪暴,

号道場 対象外 対象外 対象外 対象外

―ジャン店 対象 対象 養 議 雑

チヾンコ屋 対象 対象 漱

"
晴

対象 対象 1颯
"蛛

生 議 ,
対 象 対象 1線璃 議 | 対象恭 餐

墜園地 対 象 対象 対鐵 郷

劇場等

即場 対象 対 象
【要請の内容】

施設の使用停止及び催物の開催の

亭止を要請

(― 休業要請)

見覧場 対象 対象

跡ノラネタリウム 対象 対象

央画館 対象 対象 封蝉 象作

斑 象■対象外議芸場 対象 対象 対象■対象外
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別添資料 1

新型コロナウイルス感染症に係る体業要請等の対象施設一覧 (5/16以 降)※網掛けは5/25以 降の変更部分

1 基本的に休止を要請する施設

×石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、意庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

カテゴリー 対象

石狩振興局管内

| 

う
ま|∬曇

ポ
石狩振興局管内以外の地域

| 

う
ま1鯉夕

備考

集会 ,展示施設

驚会場 対 象 対象 謝 無 謝 朦 燿

【要請の内容】

憲設の使用停止及び催物の開催の

亭上を要請

(=休業要請)

公会堂 対象 対象

民示場 対 象 対象

豊会議室 対 象 対象

文化会館 対象 対象

多目的ホール 対 象 対 象

申社 対象外 対象外 対象外 対象外

争院 対象外 対象外 対象外 対象外

女会 対象外 対象外 対象外 対象外

専物館 111",11ぎ 重§議1,11言,1三割L 対象外 L沐回積の言訂刀`工υυυmmの 施

☆】烏術館 対象外

]書館 対象外 屯設の使用停止及び催物の開催の

亭止を要請

(‐ 体業要請)

【床面積の合計が1000請以下の施

斗学館 対象 対象外

E念館 対象 対象外

k族館 対象 対象外

力物困 対象 対象外 没】

慮設の使用停止及び催物の開催の直物園 対象 対象外

トテル (集会の用に供する部分に限る) 対象 対象外 亭止について協力を依頼 (特措法

旅館 (集会の用に供する部分に限る) 対象 対象外

商業施設

ベッ トシ ョップ (ベ ッ トフー ド売場を除 く 対象 螂 鯛 1瀬象 対象外

【床面積の合計が1000話超の施

設】

施設の使用停止及び催物の開催 の

くット美容室 〈トリミンの 対象 対象外

宝石類や金銀の販売店 対象 対象外

主宅展示場 (集客活動を行い来場を促すもψ 対象 対象外

与物商 (質屋を除 く) 対象

-1

対象外

螢券シ ョップ 対象 対象外

i本屋 対象 対象外

'も

ちゃ屋、鉄道模型屋 対象 対象外

ヨ碁・将棋盤店 対象   螢 対象外
厚止を要請

(=休業要請)

【床面積の合計が1000話 以下の施

設】

百狩施設の使用停止及び催物の開

催の停止について協力を依頼 .

(特措法によらない協力の依頼 )

ただし、100ぷ以下の施設につい

ては、営業を継続する場合にあっ

ては、適切な感染防止対策の徹底

を依頼 (注 1)

※1 主として利用者が身体機能

の維持を目的として利用する施設

ま要請の対象外。

)VD/ビ デオショップ 対象   魔: 対象外

)VD/ビ デオレンタル 対象 対象外

アウトドア用品、スポーツグッズ店 対象 対象外

ゴルフショップ 対象 対象外

土産物店 対象   蜃薩]   LllSヨ §II」    11朦    [燿 li皇 | 場 藝 輸 強 離 対象外

旅行代理店 (店舗) 対象 対象外

アイドルグッズ専門店 対象 対象外

ネイルサロン 対象

-

対象外

姜つ毛エクステ ンシ ョン 対象 対象外

―パー銭湯 対象 対象外

言盤浴 対 象 対象外

ナウナ 対 象 対象外

書体院 (※ 1) 対象  酵

―

:難 対象外
ニステサロン 対象  彗薔f`薔 :言量露  [ヨ】  :子

“

1蓑 |1独轟 対象外

ヨ焼けサロン 対象 対象外

院毛サロン 対 象 対象外

早真屋 対 象 E 疇 刺 い 対象外

フォトスタジオ 対象 対象外

走術品販売 対象 対象外

星望室 対象 対象外
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別添資料 1

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧 (5/16以降)※網掛けは5/25以降の変更部分

1 基本的に休止を要請する施設
※石狩振興局管内 とは、札幌市、江別市、千歳市t恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

カテゴリー 対象

石狩振興局管内

「
ヂ111昴吾

‐

! 以下施設

石狩振興局管内以外の地域

|=デ員万昴語
! 以下施設

備考

大学 。学習塾等

大学 対象 対象外
【床面積の合計が1000話超の施

設】

施設の使用停止及び催物の開催の

停止を要請

〈=休業要請)

【床面積の合計が1000ポ以下の施

設】

施設の使用停止について協力を依

頼。 (特措法によらない協力の依

頼)ただし、100ポ以下の施設に

ついては、営業を継続する場合に

あっては、適切な感染防止対策の

徹底を依頼 (注 1)

専修学校 (高等専修学校を除 く)・ 各種学校 対象 黎 対象外

日本語学校・外国語学校 対象 対象外

インターナショナルスクール 対象 対象外

自動車教習所 対象 対象外

ヨ習塾 対象 対象外

オンライン授業 対象外 対象外 対象外 対象外

家庭教師 対象外 対象外 対象外 l 対象外

t会話教室 対象 対象外

讐楽教室 対象 対象外

目碁・将棋教室 対象 対象外

主け花・茶道・書道・絵画教室 対象 対象外

そろばん教室 対象 対象外

'ヾ レエ教室 対象 勒 対象外

本操教室 対象 対象外

文教施設

力稚園 対象 対象

筑

―

轟

【要請の内容】

戻則として施設の使用停止及び催

場の開催停止を要請

Jヽ学校 対象 対象

中学校 対象 対象

箋務教育学校 対象 対象

言等学校 対象 対象

訂等専修学校 対象 対象

訂等専門学校 対象 対象

1等教育学校 対象 対象

寺別支援学校 対象 対象

(※)「対象外」の施設については、適切な感染防止対策の実施と取組内容の可視化など「新北海道スタイル」の実践を要請する。
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別添資料 1

新型コロナウイルス感染症に係る体業要請等の対象施設一覧 (5/16以降)※網掛けは5/25以降の変更部分

2 基本的に体業要請を行わない施設 (適切な感染防止対策の協力を要請)

※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

カテゴリー 対象

石狩振興局管内

1獅
石狩振興局管内以外の地域

瞬仄
備考

医療施設

(※ 1)

丙院 対象外 対象外 対象外 対象外
【要請の内容】

道切な感染防止対策の協力を要請

×1 国家資格有資格者が治療を行うも

の以外の施設は、使用停止の要請の対象

とする。

診療所 対象外 対象外 対象外 対象外

歯科 対象外 対象外 対象外 対象外

薬局 対象外 対象外 対象外 対象外

威灸・マ ッサージ 対象外 対象外 対象外 対象外

妾骨院 対象外 対象外 対象外 対象外

鷲道整復 対象外 対象外 対象外 対象外

社会福祉施設等

保育所等 (幼保連携型認定こども園を含む) 対象外 対象外 対象外 対象外 【要請の内容】

必要な保育等を確保した上で適切な感染

方止対策の協力を要請

学童クラブ 対象外 対象外 対象外 対象外

障がい児通所支援事業所 対象外 対象外 対象外 対象外

上記以外の児童福祉法関係の施設 対象外 対象外 対象外 対象外

【要請の内容】

童切な感染防止対策の協力を要請

章害福祉サービス等事業所 対象外 対象外 対象外 対象外

老人福祉法 ,介護保険法関係の施設 対象外 対象外 対象外 対象外

扁人保護施設 対象外 対象外 対象外 対象外

その他の社会福祉施設 対象外 対象外 対象外 対象外

生 任 以 菫 物 書

印売市場 対象外 対象外 対象外 対象外

【要請の内容】

直切な感染防止対策の協力を要請

×移動販売店舗を含む

饉料品売場 (X) 対象外 対象外 対象外 対象外

コンピニエンスス トア 対象外 対象外 対象外 対象外

ヨ貨店 (生活必需品売場) 対象外 対象外 対象外 対象外

―バーマーケット 対象外 対象外 対象外 対象外

ホームセンター (生活必需品売場) 対象外 対象外 対象外 対象外

販売施設
ショッピングモール (生活必需品売場) 対象外 対象外 対象外 対象外

ガソリンスタンド 対象外 対象外 対象外 対象外

訛屋 対象外 対象外 対象外 対象外

衣料品店 対象外 対象外 対象外 対象外

薩貨屋 対象外 対象外 対象外 対象外

史房具屋 対象外 対象外 対象外 対象外

酉屋 対象外 対象外 対象外 対象外

食事提供施設

飲食 暦 暉 摯 :■脚 暴飛 π悉外 河家 外

【要請の内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

料理店 r5ノ 25以降、  
｀

酒類提供時間短縮

に関する協力依頼

′
5ノ 16以降、 ｀

酒類提供時間短縮

に関する協力依頼

を解除

喫茶店

和菓子・洋菓子店

タピオカ店

言酒屋

量形船

住宅・宿泊施設

ホテル (集会の用に供する部分を除く) 対象外 対象外 対象外 対象外

【要請の内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

カプセルホテル 対象外 対象外 対象外 対象外

旅館 (集会の用に供する部分を除く) 対象外 対象外 対象外 対象外

晃泊 対象外 対象外 対象外 対象外

:同住宅 対象外 対象外 対象外 対象外

寄宿舎 対象外 対象外 対象外 対象外

下宿 対象外 対象外 対象外 対象外

ラブホテル 対象外 対象外 対象外 対象外

ウイークリーマンション 対象外 対象外 対象外 対象外

交通機関等

バ 多く 対象外 対象外 対象外 対象外

【要請の内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

タクシー 対象外 対象外 対象外 対象外

レンタカー 対象外 対象外 対象外 対象外

電車 対象外 対象外 対象外 対象外

鰤 対象外 対象外 対象外 対象外

抗空機 対象外 対象外 対象外 対象外

吻流サービス (宅配等含む) 対象外 対象外 対象外 対象外
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別添資料 1

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設―覧 (5/16以降)※網掛けは5/25以降の変更部分

2 基本的に休業要請を行わない施設 (適切な感染防止対策の協力を要請)

※石狩振興局管内とは、本L幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当男」町、新篠津村の地域

カテゴリー 対象

石狩振興局管内

:う ち1,000請

1 以下施設

石狩振興局管内以外の地域

「薇 昴
=11 以下施設

備 考

工場等
[場 対象外 対象外 対象外 対象外 【要請の内容】

運切な感染防止対策の協力を要請乍業場 対象外 対象外 対象外 対象外

金融機関・官公

署等

長行 対象外 対象外 対象外 対象外

【要請の内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

肖費者金融 対象外 対象外 対象外 対象外

ATM 対象外 対象外 対象外 対象外

正券取引所 対象外 対象外 対象外 対象外

正券会社 対象外 対象外 対象外 対象外

呆険代理店 対象外 対象外 対象外 対象外

ヨ公署 対象外 対象外 対象外 対象外

ζ種事務所 対象外 対象外 対象外 対象外

その他

里髪店 対象外 対象外 対象外 対象外

【要請の内容】

直切な感染防止対策の協力を要請

※物価統制令の対象となるもの

恙容院 対象外 対象外 対象外 対象外

曳湯 (公衆浴場) (※ ) 対象外 対象外 対象外 対象外

ミ倉庫 対象外 対象外 対象外 対象外

邸便局 対象外 対象外 対象外 対象外

ズディア 対象外 対象外 対象外 対象外

等衣裳屋 対象外 対象外 対象外 対象外

F動産屋 対象外 対象外 対象外 対象外

吉婚式場 (貸衣装合む) 対象外 対象外 対象外 対象外

軍儀場 火葬場 対象外 対象外 対象外 対象外

ミ屋 対象外 対象外 対象外 対象外

汰医 対象外 対象外 対象外 対象外

ットホテル 対象外 対象外 対象外 対象外

こばこ屋 (た ばこ専門店 ) 対象外 対象外 対象外 対象外

ノライダルショップ 対象外 対象外 対象外 対象外

ヽ屋 対象外 対象外 対象外 対象外

ヨ転車屋 対象外 対象外 対象外 対象外

良電販売店 対象外 対象外 対象外 対象外

目芸用品店 対象外 対象外 対象外 対象外

参理店 (時計、靴、洋服等) 対象外 対象外 対象外 対象外

建屋 対象外 対象外 対象外 対象外

100円 ショップ 対象外 対象外 対象外 対象外

沢売店 対象外 対象外 対象外 対象外

展具屋 対象外 対象外 対象外 対象外

自動車販売店、カー用品店 対象外 対象外 対象外 対象外

花屋 対象外 対象外 対象外 対象外

ランドリー 対象外 対象外 対象外 対象外

クリーニング店 対象外 対象外 対象外 対象外

」み処理関係 対象外 対象外 対象外 対象外

※)「対象外」の施設については、適切な感染防止対策の実施と取組内容の可 化など「新北海道スタイル」の実践を要請する

-16-



〈道から事業者のみなさまへのお願い〉 別添資料 2-15/29版

1ロ スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに

取り組みましょう。

2ロ スタッフの健康管理を徹底しましょう。

3E施設内の定期的な換気を行いましょう。

4.設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を
行いましょう。

5.人と人との接触機会を減らすことに取り組
みましょう。

日一定の距離(2m程度)の確保
日間仕切りなどの活用や人数制限、空席
の確保

6.お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びか

けましょう。

7.お店の取組をお客様に積極的にお知らせ
しましょう。
(感染症対策の可視化(見える化))



(事業者のみなさまの取組に関する掲示の記載例〉 別添資料 2-2 5/29版

■

１ スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組

みます。

スタッフの健康管理を徹底します。

施設内の定期的な換気を行います。

設備、器具などの定期的な消毒口洗浄を行います。

人と人との接触機会を減らすことに取り組みます。

・一定の距離(2m程度)を確保するソーシャル

ディスタンシング。
日間仕切りなどの活用。
・人数制限や空席の確保。
日時差出勤、テレワーク など

6.お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます。

7.店内掲示やホームページなどを活用し、

お店の取組をお客様に積極的にお知らせします。

2ロ

3.

4.

5.

釉甕


